
平成２１年度犯罪被害者週間 国民のつどい 中央大会

内閣府パネルディスカッション資料

１

犯罪被害者等施策の経緯

○総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、平成16年12月１日、犯罪被害者等

基本法が議員立法により成立

○平成17年12月、犯罪被害者等基本計画を閣議決定。４つの基本方針、５つの重点課題の下、

258に上る具体的施策を位置付け

○平成18年４月、基本計画上特に重要な課題について３つの検討会（※）を設置し検討

（※）「経済的支援に関する検討会」「支援のための連携に関する検討会」「民間団体への援助に関す

る検討会」 平成19年11月

〔推進体制〕

～

内閣府

■犯罪被害者等施策推進会議■

○会長：内閣官房長官
○委員（１０人以内）

・内閣総理大臣が指名する国務大臣
・内閣総理大臣が任命する犯罪被害者等
の支援等に関する有識者

基本計画の案の作成

その他重要事項の審議

施策の実施状況の
検証・評価・監視

施策の実施の推進

犯罪被害者等基本計画

■各省庁■
基本計画にのっとり

施策を実施

■基本計画推進専門委員等会議■
・基本計画の推進、実施状況の検証・評価

■犯罪被害者等施策推進室■
・基本計画にもとづく事業の推進

■年次報告■

閣議



４ つ の 基 本 方 針４ つ の 基 本 方 針

基本計画の概要①
（基本方針・重点課題）

推進体制に関するもの（19項目）推進体制に関するもの（19項目） 計画期間：５年計画期間：５年

５

つ

の

重

点

課

題

５

つ

の

重

点

課

題

１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策

２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策

３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策

４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策

５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策

合計 ２５８施策合計 ２５８施策２５８施策

尊厳にふさわしい処遇
を権利として保障する

こと

個々の事情に応じて
適切に行われること

途切れることなく行わ
れること

国民の総意を形成し
ながら展開されること

基本計画の概要②
（重点課題１：損害回復・経済的支援等への取組）

□ 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検
討及び施策の実施

附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴を利用した損害回復等、損害賠償の請求に刑事手続の成果を利用でき
る我が国にふさわしい制度を新たに導入する方向で、２年以内に検討し、施策を実施。【法務省】

□ 犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大
犯罪被害給付制度における支給範囲等について、拡大の必要があることを前提に、１年以内に調査し、施策を

実施。【警察庁】

□ 経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討並びに施策
の実施

犯罪被害者等に対する経済的支援制度について、現状より手厚くする必要があることを前提に、社会保障・福
祉制度全体の中でのあるべき姿や財源を、推進会議の下に有識者、内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省から
なる検討のための会を設置して、２年以内に検討し、施策を実施。【経済的支援に関する検討会】

□ 公営住宅への優先入居等
自宅に住めないなどの事情のある犯罪被害者等に対する公営住宅への優先入居等に資する措置の実施。【国

土交通省】

□ 事業主等の理解の増進
犯罪被害者等に対する理解に基づき公共職業安定所におけるきめ細やかな就職支援等を実施。【厚生労働省】

等 ４２の施策



基本計画の概要③
（重点課題２：精神的・身体的被害の回復・防止への取組）

□ 重度のＰＴＳＤ（外傷後ストレス障害）等重度ストレス反応の治療等のための高度な専
門家の養成及び体制整備に資する施策の検討及び実施

犯罪被害者等のＰＴＳＤ等について、診断・治療を行う専門家が不足していることを前提に、高度な専門家の養
成等に資する施策を３年以内に検討し、実施。【厚生労働省】

□ ＰＴＳＤの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大
ＰＴＳＤの治療等に係る医療保険適用範囲の拡大について、平成１８年度の診断報酬改定で措置の実施。【厚

生労働省】

□ 犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り
方及びその養成のための施策の検討

犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通し、捜査・裁判等を見通したケア、検査等を行うこ
とのできる専門家の養成のための施策を３年以内に検討し、実施。【厚生労働省】

□ 加害者に関する情報提供の拡充
更生保護官署と保護司の協働態勢により、加害者の釈放予定等を含む刑事裁判終了後の加害者に関する情

報を犯罪被害者等に提供できるよう、更生保護官署に被害者支援専任の担当者を配置することを含め検討し、２
年以内に実施。【法務省】

□ 職員等に対する研修の充実等
関係省庁において、二次的被害を防止し、犯罪被害者等への適切な対応を確実にするため、職員への研修を

更に充実。 等 ６９の施策

基本計画の概要④
（重点課題３：刑事手続への関与拡充への取組）

□ 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の検討及び施策の実施
公訴参加制度を含め、犯罪被害者等が刑事裁判手続に直接関与することのできる我が国にふさわしい制度を

新たに導入する方向で、２年以内に検討し、施策を実施。【法務省】

□ 冒頭陳述等の内容を記載した書面の交付についての検討と施策の実施
犯罪被害者等に冒頭陳述等の内容を記載した書面を交付することについて、１年以内に検討し、施策を実施。

【法務省】

□ 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の
実施

平成１２年の改正少年法施行後５年を経過した際に行う検討において、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた検
討を行い、施策を実施。【法務省】

□ 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理の検討及び施策の実施
仮釈放の審理をより犯罪被害者等の意見を踏まえたものとすることについて、犯罪被害者等の意見陳述の機会

を設けることを含め検討し、２年以内に施策を実施。【法務省】

等 ４３の施策



基本計画の概要⑤
（重点課題４：支援等のための体制整備への取組）

□ どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提供・支援等を途切れることなく
受けることのできる体制作りのための検討及び施策の実施

犯罪被害者等が、どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報の提供、支援等を途切れることなく受ける
ことのできる体制作りについて、推進会議の下に有識者、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生
労働省、国土交通省からなる検討のための会を設置し、２年以内に検討し、施策を実施。【支援のための連携に
関する検討会】

□ 犯罪被害者団体等専用ポータルサイトの開設
犯罪被害者等の出会いや各団体の活動紹介のため犯罪被害者団体等専用ポータルサイトを開設。【内閣府】

□ 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び
施策の実施

更生保護官署が、保護司との協働態勢の下、犯罪被害者等に対し、刑事裁判終了後の支援を行うことについ
て、犯罪被害者等の支援に適する保護司の配置も含め、２年以内に検討し、施策を実施。【法務省】

□ 犯罪被害者等の状況把握等のための継続的調査の実施
犯罪被害類型別、被害者との関係別に、犯罪被害者等の置かれた状況やその経過を把握するため、一定の

周期で継続的調査を実施。【内閣府】

□ 民間の団体に対する財政的援助の在り方の検討及び施策の実施
民間の団体に対する財政的援助について、現状より手厚くする必要があることを前提に、財源も含めた総合的

な在り方を、推進会議の下に有識者、内閣府、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省からなる検討のための会

を設置し、２年以内に調査し、施策を実施。【民間団体への援助に関する検討会】 等 ７５の施策

基本計画の概要⑥
（重点課題５：国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組）

□ 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進
学校教育の中で、生命のかけがえのなさ等を積極的に取り上げる教育を推進するため、事業の実施、教材開発

等。【文部科学省】

□ 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施
「犯罪被害者週間（１１月２５日から１２月１日まで）」を設定し、当該週間にあわせて、啓発事業を集中的に実施。

【内閣府】

□ 犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の
実施

国民が犯罪等による被害について考える機会として、様々なテーマを議論する啓発事業を開催。【内閣府】

□ 犯罪被害者等に関する個人情報の保護
警察による発表については、犯罪被害者等のプライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に

勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮。【警察庁】

等 ２９の施策
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現行の取組を継続（基本計画中に盛り込まず）

直ちに取り
組む施策
（２１１項目）

１年以内に実施、
１年以内に結論を得て、その
結論に従った施策を実施
（１４項目）

２年以内に実施、
２年以内に結論を得て、その結論
に従った施策を実施 （２６項目）

３年以内に実施、
３年以内に結論を得て、その結論
に従った施策を実施 （３項目）

基
本
計
画
の
改
定
等
（
22
年
度
ま
た
は

必
要
に
応
じ
）

平成17年12月 18年12月 19年12月 20年12月

施策の実施

施策の実施

施策の実施

盛り込まれた施策・事業数
＝２５８項目

（加えて、推進体制に関するもの
＝１９項目）

※ 法律所定の検討時期等によるもの（４項目）：「子ども・子育て応援プラン」による一時保護所の環境改善（平成21年度まで）、等

○深刻な精神的被害を受けた

被害者等に対するカウンセリング

についての配慮等

PTSD等の精神的被害に有効とされる療法についての診療報酬の必要に応じた改定、

民間被害者支援団体等におけるカウンセリング・相談の充実等

○刑事裁判への参加制度導入に伴う

公費による弁護士選任について
「犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度」等を導入する法律の成立に伴う

公費による弁護士選任について、できるだけ早期の制度導入に向けた検討を行う

○民間浄財の基金による支援

公的給付の拡充や既存の社会保障・福祉制度では救済が困難な場合であって、

何らかの救済の手を差し伸べないと基本法の趣旨を全うできないような犯罪被害者等に

対し、民間浄財からなる基金による支援を検討

３つの検討会最終取りまとめの概要①
（経済的支援に関する検討会）

○犯給制度の拡充 犯給制度における給付水準の引き上げ（自動車損害賠償責任保険並の金額に近づけ

る）等を検討



３つの検討会最終取りまとめの概要②

○「支援のための連携に関する検討会」において、「犯罪被害者支援ハンドブック（仮

称）」の作成、備付けや研修カリキュラムの作成・認定制度の実施などを盛り込んだ最終

取りまとめを行い、推進会議に報告（平成19年11月）。平成20年度に「犯罪被害者支援ハ

ンドブック・モデル案」、「研修カリキュラム・モデル案」を作成［内閣府］

○「民間団体への援助に関する検討会」において、犯罪被害者等早期援助団体などに対す

る援助の拡充や地方公共団体における取組を促進するための方策などを盛り込んだ最終取

りまとめを行い、推進会議に報告（平成19年11月）。平成20年度に被害者支援の気運を醸

成するためにモデル事業を各地域で実施［内閣府］

○犯罪被害給付制度の拡充

～検討課題とされた施策の実現～

○損害賠償命令制度の創設

○刑事裁判における被害者参加制度と被害者参加人のための国選弁護制度の創設

○少年審判における傍聴制度の創設等

○関係機関・団体の連携強化、民間団体への支援のための取組

４

犯罪被害者等基本計画の進捗状況




